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【許可基準】 

 川崎市建築基準条例（昭和３５年川崎市条例２０号。以下「条例」という。）第６条第２

項は、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。）第５章第５節

（非常用の進入口）の規定を法第４３条の趣旨から規制した規定であるため、条例第６条

第２項ただし書許可基準は、非常用の進入口の機能を確保することを目的として、次に掲

げるものとする。 

１ 建築物の階数は、地階を除き３とする。ただし、次に該当する場合は、適用しない。 

(1) 前面道路の幅員が、原則として６メートル以上であること。 

(2) 前面道路の敷地側の境界線から第５項に定めるバルコニーまでの距離が、建築物の

敷地が道路に接する長さの３倍以内であること。 

２ 建築物の構造は、次によること。 

(1) 延べ面積が２００平方メートル以内の建築物にあっては、耐火建築物、準耐火建築

物又は令和元年国土交通省告示第１９４号第４第１号イに定める技術的基準に適合す

る３階建の建築物とすること。 

(2) 延べ面積が２００平方メートルを超える建築物にあっては、耐火建築物又は準耐火

建築物とすること。 

３ 建築物の敷地が道路に接する長さは、原則として３メートル以上であること。ただし、

 次のいずれかに該当するものは、建築物の敷地が道路に接する長さは、２メートル以上 

とする。 

(1) 地階を除く階数が３の一戸建ての住宅（兼用住宅で兼用部分が５０平方メートルを

 超えるものを除く） 

(2) 地階を除く階数が３の延べ面積２００平方メートル以内の長屋 

４ 令第１２６条の６に定める進入口等の開口部を前面道路に有効かつ直接面した位置に

設け、かつ、その開口部の前面に避難階又は地上に通ずる避難施設を有する奥行き０.９
メートル以上、長さ１.８メートル以上のバルコニーを設けること。 

５ 第３項各号において、次に該当する場合は、前項の規定は適用しない。 

(1) 前面道路の敷地側の境界線から令第１２６条の６に定める進入口等の開口部のある

バルコニーまでの距離が、２０メートル以下であり、かつ、その開口部の前面に避難

階又は地上に通ずる避難施設を有する奥行き０.９メートル以上、長さ１.８メートル以

上のバルコニーを設けている場合 

(2) 前号のバルコニーが、前面道路から直接確認できる位置に消防上有効に設置されて

いる場合 

(3) 幅員２メートル以上の通路が、前面道路から第１号のバルコニーまで確保されてい

る場合 

 

   附 則 

この基準は、平成１１年５月１日より施行する。 

  附 則 

この基準は、平成１２年３月１５日より施行する。 
  附 則 

この基準は、令和元年６月２５日より施行する。 

地階を除く階数が３以上の建築物の敷地は、道路（法第４３条第２項各号の規定

により国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、市長が認定又は許

可したものにあっては、当該認定又は許可に係る当該基準に定める空地、

道又は通路を含む。第８条において同じ。）に４メートル以上接しなければな

らない。ただし、市長が敷地の形状又は建築物の規模、構造及び設備により安全上支障

がないと認めて許可したときは、この限りでない。 


